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生活困窮者自立支援制度

１．自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給（必須事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支援事業」（就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成
等）を実施 ※ 自治体直営のほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等への委託も可能（他の事業も同様）。

○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保給付金」（有期）を支給

２．就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施（任意事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、以下の任意事業を行う

・ 就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する「就労準備支援事業」
・ 住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業」
・ 家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う「家計相談支援事業」
・ 生活困窮家庭の子どもへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業

３．都道府県知事等による就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）の認定
○ 都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要
な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基準に該当する
事業であることを認定する。

４．費用
○ 自立相談支援事業、住居確保給付金 ： 国庫負担３／４
○ 就労準備支援事業、一時生活支援事業 ： 国庫補助２／３
○ 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業 ： 国庫補助１／２

制度の概要

施行期日 平成２７年４月１日

○ 生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化
○ 生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行う
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生活困窮者自立支援制度の骨格

◆「中間的就労」の推進
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成

◆家計相談支援事業
・家計再建に向けたきめ細かな相談・支援

・家計再建資金貸付のあっせん

◆「住居確保給付金」の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆学習等支援
・生活困窮家庭のこどもに対する学習支援や保護者への進学助言
を実施

◆自立相談支援事業

・訪問支援（アウトリーチ）も含め、
生活保護に至る前の段階から早
期に支援

・生活と就労に関する支援員を配
置し、ワンストップ型の相談窓口
により、情報とサービスの拠点と
して機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に
向けた支援計画を作成

・地域ネットワークの強化など地域
づくりも担う

包括的な相談支援

◇ハローワークとの一体的支援
・自治体とハローワークによる一体的な就労支援体制の全国整備等

により早期支援を推進

就労に一定
期間を要する者

◆就労準備支援事業
・就労に向けた日常・社会的自立のための訓練

再就職のために
居住の確保が
必要な者

緊急に衣食住の

確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し支援方針決定までの間衣食住を提供

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども・若者支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

早期就労が
見込まれる者

緊急的な支援

※ 右記は、法に規定する支援（◆）を中心
に記載しているが、これ以外に様々な支援
（◇）があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

基本は現金給付ではなく自立に向けた

人的支援を、有期により提供
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１． 社会的排除・孤立から社会的参加へ

２． 生活困窮者自立支援の理念 （法律の条文の奥底・行間にあるもの）

３． 包括的な支援制度 ＝ 枠組みを規定した法律・道具を並べた法律
： 真に生きた支援とするには

⇒ 使う人（支援に携わる人）の心構えにかかっている
⇒ 並べられた道具だけ使ってもだめ

４． 「ヒト」を中心に考える
： 利用者・対象者がいるから制度・事業がある、制度・事業があって利用者・対象者が

いるのではない ＝ 制度・事業の鋳型に利用者・対象者を当てはめないこと

５． 「コーディネート」が新制度の命
： 双方向のコーディネート

＝ 「生活困窮者が地域社会に」「地域社会が生活困窮者に」繋がるコーディネート

６． 地域づくり・社会づくり 地域の資源の総動員
： 社会福祉法人改革との関わり
： 地方創生との関わり

生活困窮者自立支援法の考え方
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就労に向けた支援の充実・強化

◎ 就労準備支援事業の創設、就労訓練事業の場の提供の推進等により、本人のステージに応じたきめ細
かな支援策を実施する。

本人のステージに応じた支援

○自治体とハローワークとが一
体となった就労支援

○自治体自ら実施する
就労支援○就労準備支援事業の創設

・就労体験等を通じた訓練

・生活習慣確立のための指導や地域活動への参加
等の日常・社会生活自立のための訓練

一般就労

日常生活
自立

○ 「就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の場」の提供等
・ 直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、
支援付きの就業の機会の提供などを行う
「就労訓練事業」の場の提供等を支援

社会参加

就労訓練事業

法により、これまで支援が十分されてこなかった層への就労支援が充実する。各種就労支援は、
生活困窮者の多くが自尊感情や自己有用感を喪失し、次のステップに向かうことができなくなって
いる状況にあることを踏まえ、その回復・醸成を図りながら行う。 ４



認定就労訓練事業者に対する支援について認定就労訓練事業者に対する支援について

１．税制上の措置について
○ 社会福祉事業として、認定就労訓練事業を行う事業者に関する税制上の措置について、政府・与党内で議論を
行った結果、今般、平成27年度税制改正の大綱が以下のとおり取りまとめられた。

税 目 平成27年度税制改正の大綱（平成27年１月14日閣議決定）（抄）

固定資産税、
都市計画税

社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課
税標準を価格の２分の１とする措置を講ずる。

不動産取得税 社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する不動産に係る不動産取得税について、課税標準を価格の
２分の１とする措置を講ずる。

事業所税 認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

登録免許税 認定生活困窮者就労訓練事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の
移転登記等に対する登録免許税の非課税措置（登録免許税法別表第三）を適用する。

消費税 消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から、生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業のうち生
産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除外する。

２．立ち上げ支援、優先発注について
○ 生活困窮者自立支援法の「その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業」として、認定就労訓練事業者に
対する立ち上げ支援を実施。
○ 地方自治体が随意契約によることができる場合として、認定就労訓練事業所から物品を買い入れる場合等の追加を検討。

３．その他
○ 「就労訓練事業（いわゆる中間的就労）事例集」の第２版を作成予定（省令公布後速やかに）。
○ 就労訓練事業の意義・内容や認定の手続などをまとめた事業所向けパンフレットを作成予定（省令公布後速やかに）

○ 認定就労訓練事業者について、税制面、財政面、ノウハウ面での支援を総合的に行う。

※  固定資産税、都市計画税、不動産取得税に関する措置の対象となる「社会福祉法人等」の範囲は、今後、法令改正に向け検討される
が、他の社会福祉事業と同様、社会福祉法人、消費生活協同組合等は対象となる見込み。

※ 認定就労訓練事業では、商品を製造・販売する場合等があることから、障害者就労継続支援事業の例も踏まえ、消費税を課税。
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生活困窮者自立支援法を中心とした新たな予算体系

生活困窮者自立支援法を中心とした新たな予算体系 ５００億円（事業費７４７億円）

○ 生活困窮者自立支援法・改正生活保護法の施行に伴い、予算体系全体を再構築 （総額 ５００億円）。
○ 生活困窮者自立支援法の任意事業と予算補助事業を、
一体的・有機的に執行できるように整理。より効果的・効率的な 事業実施を推進。

※ 予算体系の見直しによる補助率の導入に係る地方負担分については、地方財政措置が行われる予定。

住まい対策基金

（H25補正）
２８５億円（※）

※ 住宅手当等
新法移行分

セーフティ補助金

（H26当初）
１５０億円

２１８億円

１８３億円

１００億円

法律に基づく「地域医療介護総合確保基金」へ移行
６０億円

復興特会へ移行 ２０億円

廃止 ： 町村福祉事務所設置推進支援事業、社会福祉法人新会計基準研修事業、消費生活協同組合指導監督事業、
生活困窮者自立促進支援モデル事業、生活困窮者自立支援制度施行円滑化事業

○自立相談支援事業 ○住居確保給付金

○被保護者就労支援事業（生活保護関係）
〔既存事業〕

住宅支援給付事業、就労支援事業、ホームレス関係事業（人件費） 等

○就労準備支援事業 ○家計相談支援事業

○一時生活支援事業 ○子どもの学習支援事業

○被保護者就労準備支援事業（生活保護関係）

生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（仮称）（必須事業）

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（仮称）（任意事業）

〔既存事業〕
社会的な居場所づくり（子どもの健全育成支援事業）、生活福祉資
金貸付事務費、ひきこもり対策推進事業、就労意欲喚起等支援事業、
ホームレス関係事業（人件費以外） 等

生活保護適正化等事業
〔既存事業〕

生活保護適正化事業、自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、地域福祉支援事業 等

生活困窮者自立支
援法（任意事業） と
生活保護適正化等
事業の一体的・有機
的な執行

支援対象者の特質に合
わせ、効果的・効率的な
支援ができるように整理。

〔平成２６年度〕 〔平成２７年度〕

４００
億円

６



平成27年度 生活困窮者自立支援法等関係予算（案）

事業名 （補助率） 関係予算計
生活困窮者自立
支援法関係

改正生活保護法
等関係

備考

必
須
事
業
（
負
担
金
）

自立相談支援事業（３／４）
被保護者就労支援事業（３／４）

２００
（２６７）

１３６
（１８２）

６４
（８６）

住居確保給付金（３／４）
１７

（２３）
１７

（２３）

小計
２１８

（２９０）
１５４

（２０５）
６４

（８６）

任
意
事
業
（
補
助
金
）

就労準備支援事業（２／３）
被保護者就労準備支援事業（２／３）

６４
（９６）

３５
（５３）

２９
（４３）

一時生活支援事業（２／３）
２３

（３４）
２３

（３４）

家計相談支援事業（１／２）
１９

（３９）
１９

（３９）

子どもの学習支援事業（１／２）
１９

（３８）
１９

（３８）

その他の生活困窮者の自立促進事
業（１／２）

５８
（１１５）

５８
（１１５）

・生活福祉資金貸付事務費
・ひきこもり対策推進事業
・日常生活自立支援事業
・その他（共助の基盤づくり事業含む）

小計
１８３

（３２２）
１５４

（２７９）
２９

（４３）

合 計
４００

（６１２）
３０８

（４８４）
９３

（１２９）

※ 計数は四捨五入による。（ ）書は総事業費。

（単位：億円）
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新法に基づく事業と生活保護法に基づく事業の関係

新法に基づく事業 生活保護法に基づく事業

生活困窮者自立相談支援事業 被保護者就労支援事業（第55条の６）

生活困窮者就労準備支援事業
被保護者就労準備支援事業（第27条の２に基づく予算
事業）

生活困窮者家計相談支援事業 （個々の状況に応じケースワーカーが支援）

生活困窮者の子どもの学習支援事業

その他の自立促進事業

生活保護受給者の子どもへの学習支援については、

新法の対象

生活困窮者住居確保給付金 （住宅扶助）

生活困窮者一時生活支援事業

※一定の住居を持たない者への宿泊場所供与等
（生活扶助、住宅扶助）

○ 生活保護法は、現に保護を受けている者（法第６条第１項）、現に保護を受けているといないとにかかわらず、
保護を必要とする状態にある者（法第６条第２項）が対象。

○ 生活困窮者自立支援法は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあ
る者（法第２条第１項）が対象（要保護者以外の生活困窮者） 。

※ ただし、子どもの学習支援事業については、生活保護受給家庭の子どもも、将来最低限度の生活を維持できなくなるおそ
れがあることから、新法の対象。

○ 新法に基づく事業と生活保護法に基づく事業が連携して、連続的な支援を行うことが重要。また、自立相談
支援事業において、生活保護が必要な場合には、確実に生活保護につなぐ。
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○被保護者の自立の促進を図ることを目的とし、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、
必要な情報提供及び助言を行う事業を実施する。（平成２７年４月施行）

○実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村（社会福祉法人、ＮＰＯ等に委託可）
○負担割合は、国３/４ 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村１/４

概 要

＜就労支援＞

○相談、助言

被保護者の就労支援に必要な相談・助言

○求職活動への支援

履歴書の書き方、面接の受け方等についての

助言

○求職活動への同行

ハローワーク等で求職活動を行う際や、企業

面接の際などに同行

○連絡調整

ハローワーク等の関係機関との必要な連絡・

調整

○個別求人開拓

本人希望等を踏まえた個別の求人開拓

○定着支援

就労後のフォローアップの実施

事業内容

＜稼働能力判定会議等の開催＞

○稼働能力や適性職種等の検討にあたり、専門

的知識のある者で構成する会議等を開催

（農業）
○過疎化、高齢化→
担い手育成・確保が重要

○毎年２万人の就農者を確
保する必要(現在１万人)

（介護）
○介護職員は2025年まで
に、更に100万人必要
（その他）
○景気回復による就労の
場の拡大

○生活保護受給者が過去
最高。（高齢者世帯の割
合が高く、その他世帯は
急増。）
○社会とのつながりの喪失、
自尊感情の喪失による意
欲低下
○長期間労働市場から離
れているため、就業体験、
中間就労など段階的な支
援が必要
○求人・求職のミスマッチ

労働市場 生活保護受給者等

経済的自立（収入増）、社会的自立（自己有用感）、日常生活自立（健康意識の向上等）

個々の状況に応じた支援

＜就労支援連携体制の構築＞
○被保護者の就労支援体制に関する課題の共有や個別求人開拓等を円滑
に実施できるよう、関係機関が参画する就労支援の連携体制を構築。

（求人開拓等）

地域の情報（福祉ニーズ、地域課題等）
の集約、新たな就労（個々の状況に応じ
た就労、中間的就労、就労体験、居場
所）の場の発掘を実施
（連携機関）

福祉事務所・相談支援事業所（就労支
援員）、ハローワーク、社会福祉法人、
農業団体、商工会議所等

地域の連携により
就労の場の創出

就労 中間就労 就労体験

被保護者就労支援事業について被保護者就労支援事業について（改正生活保護法）
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被保護者就労支
援事業（就労支援
員による支援） 等

○就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、
一般就労に向けた準備として、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を、総合的かつ
段階的に実施する。

○実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村（社会福祉法人、ＮＰＯ等に委託可）
○負担割合は、国２/３ 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村１/３

○就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、
一般就労に向けた準備として、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を、総合的かつ
段階的に実施する。

○実施主体は、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村（社会福祉法人、ＮＰＯ等に委託可）
○負担割合は、国２/３ 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村１/３

概 要

＜一般事業＞
一般就労に向けた準備段階の支援として、以下の（１）～（３）の支援を

総合的、段階的に実施する。

（１）日常生活自立に関する支援

適切な生活習慣の形成を促すため、規則正しい起床・就寝、バラン

スのとれた食事の摂取などに関する助言・指導・適切な身だしなみに

関する助言、指導等を実施。

（２）社会生活自立に関する支援

社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニ

ケーション能力の形成に向けた支援や地域の事務所での職場見学、ボ

ランティア活動等を実施。

（３）就労自立に関する支援

就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労

体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティン

グ、模擬面接、履歴書の作成指導等を実施。

＜一般事業＞
一般就労に向けた準備段階の支援として、以下の（１）～（３）の支援を

総合的、段階的に実施する。

（１）日常生活自立に関する支援

適切な生活習慣の形成を促すため、規則正しい起床・就寝、バラン

スのとれた食事の摂取などに関する助言・指導・適切な身だしなみに

関する助言、指導等を実施。

（２）社会生活自立に関する支援

社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニ

ケーション能力の形成に向けた支援や地域の事務所での職場見学、ボ

ランティア活動等を実施。

（３）就労自立に関する支援

就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労

体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティン

グ、模擬面接、履歴書の作成指導等を実施。

事業内容

被保護者就労支援事業について被保護者就労準備支援事業について

＜居宅生活移行支援事業＞
○ 無料低額宿泊所を利用中の被保護者に対し、日常生活における自立支

援や就労支援等を行う職員を配置し、利用者ごと支援計画を策定したう

えで、居宅生活等に向けた支援を実施。

支援の流れ（イメージ）

生活のリズムが崩れている
等、就労に向け準備が必
要な者

被保護者就労準備支援事業
（就労に向けた準備段階の支援
として、日常生活自立、

社会生活自立、就労自立に関す
る支援を、総合的、段階的に実
施）

中間的就労など中間的就労など

一般就労一般就労

就労に向け一定の
支援が必要な者
就労に向け一定の
支援が必要な者
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就労準備支援事業

(33％)

任意事業の実施状況について

○ 厚生労働省において実施した事業実施意向調査（平成26年10月実施）から、平成２７年度の任意事業の
実施自治体数は、現在のモデル事業等の実施自治体数と比較して大幅に増加する見込み。

モデル事業

モデル事業
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家計相談支援事業
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一時生活支援事業

・ﾎｰﾑﾚｽ自立支援センター
・シェルター事業（借上げ・施設型）

(29％)
(36％)

(19％)

※（）内は未定自治体除く割合
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事項 平成27年１月 ２月 ３月 ４月

法令・
予算等

会議・
説明会

自治体

制
度
施
行

施行スケジュール（イメージ）

26 全国担当者会議
→予算、政省令等を説明

２３ 全国部局長会議 ９ 全国主管課長会議

政省令・
告示の公布

交付要領
等発出

関係通知、手
引き、事務処
理マニュアル
の発出

施行に向け、庁内の関係部局や外部の関係機関との緊密な連携体制を構築

住民に対する周知広報

議会上程（予算案）

委託先の選定・契約
１２



（予算の確保）
○ 新たに生活困窮者自立支援法に基づき実施される事業に加え、セーフティーネット補助金による

事業や臨時・緊急的措置として行われてきた住まい対策基金による事業を、新法に基づく事業の
体系の下に再編。これらの実施に必要な予算として約５００億円を計上。

○法律の枠組みを得て、より安定的な財源として確保したところ。
各自治体において、生活困窮者に対する実際の支援として具現化していくことが重要。

（包括的な体制の構築）
○必須事業である自立相談支援事業によるコーディネートの下、任意事業も組み合わせ、さらに
様々な制度・事業を活用して、包括的な支援の実現を図る。

○とりわけ、対象者の早期発見や包括的な支援を行うことができるよう、各首長のリーダーシップ
の下、庁内の関係部局や外部の関係機関との緊密な連携体制を構築することが重要。

（人材の養成）
○ 新制度の成否は支援に従事する人材にかかっており、今年度から当分の間、国において自立

相談支援事業の養成研修を実施。併せて、各自治体において、地域における伝達研修などを実
施し、ノウハウの共有を図ることが重要。

（法施行後の取組）
○包括的な支援体制の構築は、一朝一夕に可能となるものではない。
法施行後も、実施状況を確認しながら、着実に支援体制を拡げていくことが重要。
国も自治体と丁寧に相談しながら、制度の充実・運用の改善を図る。

新制度施行に向けたポイント
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１地域消費喚起・生活支援型（2,500億円）

16

地方創生の取組について

〇 地方公共団体（都道府県及び市町村）が実施する、地域における消費喚起策やこれに直接効果
を有する生活支援策に対し、国が支援。（メニュー例：①プレミアム付商品券、②ふるさと名物商品券・旅行
券、③低所得者等向け灯油等購入助成、④低所得者等向け商品・サービス購入券、⑤多子世帯支援策）

２地方創生先行型（1,700億円）

〇 地方公共団体（都道府県及び市町村）による地方版総合戦略の早期かつ有効な策定と、これに関する
優良施策の実施に対し、国が支援。（メニュー例：①地方版総合戦略の策定、②UIJターン助成、③地域
しごと支援事業、④創業支援・販路開拓、⑤観光振興・対内直接投資、⑥小さな拠点、⑦少子化対策）

【地域しごと支援事業】
ア 地域しごと支援センターの整備
イ 地域人材の育成・定着のための取組
（ア）大都市圏からの人材呼び戻しのための事業→「自治体連携による生活困窮者等の就労・社会参加の促進
（イ）地域人材育成のための事業
（ウ）地域のしごとの魅力向上のための事業

○ 地方創生の取組は、生活困窮者支援も含め、地域福祉の充実に資するものであると考えられるため、
経済対策に盛り込まれた「地域住民生活等緊急支援のための交付金」の積極的な活用について検討する
ことが重要（同交付金の対象事業については、その目的にかなうものであれば、地方自治体において、
自由に事業設計が可能。）。
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自治体連携による生活困窮者等の就労・社会参加の促進

○大都市圏の生活困窮者等が、地方において、就労・社会参加するための支援を実施する。

○具体的には、生活困窮者自立支援制度や被保護者就労支援事業等による包括的な支援を行
いつつ、

・自治体間でそれぞれの役割分担や具体的な連携方策について調整した上で、
・それに基づき、例えば、①利用者に対する説明会・相談会の開催、②利用者の選定・送り
出し、③利用者の生活環境の整備、④受け入れ先（中間的就労を含む。）の開拓・環境整
備など、利用者が地方において就労・社会参加するための必要な支援を実施。

自治体（送り出す側） 自治体（受け入れる側）

①利用者に対する説明会・相談会の開催
②利用者の選定・送り出し

③利用者の生活環境の整備
④受け入れ先（中間的就労を含む。）の
開拓・環境整備

調整

生活困窮者自立支援制度・被保護者就労支援事業

連携

※ 自治体のUIJターン窓口等も活用

【実施例（イメージ）】
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事例（豊中市と土佐町との連携）

○ 未就職者や転職希望者の就農を支援してきた豊中市が企画。高知県土佐町と本山町の
農業生産法人が、都市部に住む若者らを受け入れ、就農体験を実施（平成２５年１１月～）。
※ 土佐町の企業が経営する県産品ショップが豊中市に出店していることが連携のきっかけになっ
た。

○ 利用者は、受け入れ先で３週間の就業体験をした後、両者の希望が一致すれば、引き続
き、社員や研修生として雇用される。
※ 地方農業に３０代の若者が従事することはあまりないことから、現地でも好評。

○ まずはインターンシップとして就農し、その後、雇用・定住を検討する仕組み。

○ これまで、いずれも大阪府在住の延べ４１名の方（２０～５０代）が参加し、野菜の収穫や
育苗などを体験。うち、５名は、受け入れ先の法人に就職が決定した（平成２６年９月時点）。
※ 利用者は、就農体験をするだけではなく、地域の住民とも交流。
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